
＜標準様式 1-4＞ 個人情報ファイル簿（単票）（行政機関及び独立行政法人等） 

個人情報ファイルの名称 被保険者ファイル 

行政機関等の名称 独立行政法人農業者年金基金 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

業務部 適用・収納課 

    情報管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
旧農業者年金の被保険者記録の管理、年金・一時金の裁定等に利

用する 

記録項目 別紙のとおり 

記録範囲 旧農業者年金の被保険者期間を有する者 

記録情報の収集方法 
農業者年金被保険者資格取得届及び農業者年金任意加入被保険者

資格取得申出書等 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
本人、市町村農業委員会、農業協同組合、都道府県農業会議、都道

府県農業協同組合中央会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

独立行政法人農業者年金基金総務部総務課 

〒105-8010 

東京都港区西新橋１－６－２１ ＮＢＦ虎ノ門ビル５階 

訂正及び利用停止に関する他 

の法律又はこれに基づく命令 

の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 令第 20 条第 7 項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 



行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

独立行政法人農業者年金基金総務部総務課 

〒105-8010 

東京都港区西新橋１－６－２１ ＮＢＦ虎ノ門ビル５階 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

－ 

備 考 － 

 

  



個人情報ファイルの名称 被保険者ファイル（別紙） 

記録項目 

１ 被保険者証の記号番号、２ 生年月日、３ 氏名、４ 家族協定による配偶者の被保険者証の記号 

番号または特定配偶者の配偶者の被保険者証の記号番号、５ 家族協定による配偶者の生年月日ま 

たは特定配偶者の配偶者の生年月日、６ 配偶者の死亡一時金の受給状況（特定配偶者のみ）、７ 

保険料の自動振替口座、８ 性別、９ 加入の種別、10 保険料の納付方法、11 一時金が裁定され 

た年月、12 一時金の種類、13 最終資格喪失記録の記録数、14 最後に資格を喪失した年月日、 

15 特定配偶者の配偶者の死亡日、16 還付回数、17 自分名義の農地等の経営面積、18 三大都市 

圏の特定市の市街化区域内の農地等の面積、19 夫婦の農地等の合計面積、20 年金受給要件（20 

年要件）を満たさない被保険者の収納拒否等の対応年月、21 昭和 53年、昭和 54年法改正による 

保険料納付の最新の年月日、22 加入種別変更年月日、23 農業者年金の被保険者期間の月数、 

24 短期被用者年金期間の月数、25 特定期間の月数、26 特定短期被用者年金期間の月数、27 後継

者加入救済措置により加入した者の納付対象期間の月数、28 特例短期被用者年金期間の月数、 

29 農林漁業団体役員期間の月数、30 特例事業所期間の月数、31 任意継続被保険者期間の月数、

32 農業生産法人構成員期間の月数、33 特定被用者年金期間の月数、34 特定配偶者期間の月数、

35 加算対象の特定配偶者期間の月数、36 特例配偶者期間の月数、37 農業者年金の被保険者期間

のうち保険料納付済月数、38 農業者年金の被保険者期間のうち保険料未納月数、39 後継者加入救 

済措置により加入した者の納付対象期間のうち保険料納付済月数、40 後継者加入救済措置により

加入した者の納付対象期間のうち保険料未納月数、41 任意継続被保険者期間のうち保険料納付済

月数、42 任意継続被保険者期間のうち保険料未納月数、43 沖縄特例措置にかかる該当期間の月

数、44 沖縄特例措置にかかる保険料納付済月数、45 特定保険料による納付済月数、46 特定保険

料による未納月数、47 年金証書の記号番号、48 ６０歳到達年月日、49 経営移譲をして任意継続

被保険者となった者の経営移譲終了年月日、50 住所、51 配偶者加入年月日、52 資格を取得した

年月日・理由・種別、53 資格を喪失した年月日・理由、54 保険料の月別納付状況（収納・未納（カ

ラ期間））、55 国民年金資格記録との不整合の有無、56 保険料総額 

備   考 － 

 


